（別紙１）
たまなびパスポート　利用申請書

	□『たまなびパスポート』について


・子どもたちが平日に学校外において、家庭、地域、自然、他地域（富士見町等）、デジタル空間で学ぶための仕組みです。
・２つの学びのスタイル（ラーケーション／デュアルスクール）から選択することができます。
・年間３日から５日程度利用できます。（内容によって活動日数は要相談）しかし、土日・祝日、長期休業期間、定期考査、行事期間には利用できません。
・実施後、学校に学習記録（写真やメモ、振り返り等）を提出してください。学校が学習の妥当性を確認できた場合には、出席扱いとなります。
・詳細は、リーフレットをご確認ください。

	○どのような学習を行うのか記入してください


＊お子様と一緒に計画を立て、保護者が記入し、１週間前までに学校に提出してください。
申請日：令和　　　年　　　月　　　日
	項目
	学校確認欄

	①『たまなびパスポート』を利用する日
令和　　年　　月　　日（　　）～　　月　　日（　　）　　（　　）日間
（今回の申請を含めて通算　　　　日　＊年間５日程度まで）
	確認済　□

	②学びのスタイル（どちらかに○をする）
　　　　　　　ラーケーション　　・　　デュアルスクール
	確認済　□

	③学習場所
　　名称：
　　住所：
	確認済　□

	④学習内容（何について学ぶのか、どのようなことをするのか）



	確認済　□



多摩市立　　　　　　　学校　　　年　　組　　番
児童・生徒氏名　　　　　　　　　　　
保護者氏名（自署）　　　　　　　　　　 

	【学校からの連絡】





令和　　年　　月　　日　上記の内容について承認いたします。
多摩市立　　　　　　　学校長　　　　　　　　　　　
